
農業者年金へは、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

年間60日以上
農業に従事

原則60歳未満国民年金第1号
被保険者

国民年金保険料納付免除者を除く。

国民年金の任意加入被保険者で
あれば、６０歳以上６５歳未満で

加入が可能です。

「終身年金」
のため
人生100年時代
でも安心！！
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「終身年金」のため、人生100年時代でも安心

農業者年金と国民年金基金（旧みどり年金を含む）又は個人型確定拠出年金（iDeCo）とは重複加入できませんのでご注意ください。

・上のケースは、通常加入で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の予定利率が2.30％となった場合の試算です。受給総額は65歳の時点で想定される平均
余命を考慮し、男性86.5歳、女性92歳まで生存した場合の金額です。
・運用利回りは、加入後の経済情勢により上下します。制度発足以降の23年間（令和6年度まで）の運用利回りの平均は、年率2.89％です。
・各金額は、単位未満を四捨五入により表示しています。
・予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和8年度は2.30％となっています。
・保険料額1万円のケースについては、35歳未満は保険料月額1万円で加入し、35歳以降は2万円で加入した場合です。

【上記試算の条件及び留意事項】

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象

自分でできる
年金額シミュレーションは
こちらから
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63万円
37万円
16万円

64万円
85万円
50万円
56万円
33万円
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